
 

 

不動産特定共同事業法の改正に伴う説明会の開催について 

 

国土交通省土地・建設産業局 

                    不 動 産 市 場 整 備 課 

 

 

 

 小口資金による空き家・空き店舗等の再生を通じた地方創生の推進、観光等の成長分野における良質

な不動産ストックの形成の促進を図るための「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」（平成 29

年法律第 46 号）について、この度事業者向け説明会を開催します。 

 参加を希望される方には、別紙１記載の申込期限までに参加申込先宛てに、別紙２の参加申込書をＦ

ＡＸ送信頂きますよう周知をお願いします。なお、会場の都合により、定員になり次第、参加申込みを締

め切ることもありますので、予めご了承ください。 

 

※以下のブロックの説明会につきましては、申込みが会場の定員数に達したため、大変申し訳ございま

せんが、申込みを締め切らせて頂きました。 

近畿ブロック(10/30 開催)・・・９ 月 11 日（月）をもって申込み締め切り 

関東ブロック(10/19 開催)・・・９ 月 1２日（火）をもって申込み締め切り 

 

 

記 

 

 日時 ： 別紙１参照 

 場所 ： 別紙１参照 

概要 ： １．不動産特定共同事業制度について 

     ２．「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」の概要説明 

     ３．小規模不動産特定共同事業の創設について 

     ４．クラウドファンディングに対応した環境整備について 

     ５．良質な不動産ストックの形成を推進するための規制の見直しについて 

      ６．その他 

     ７．質疑応答 

 

※ 「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」の概要については、別添３参照 

                  

 

 

 

 

問い合わせ先 

  国土交通省 土地・建設産業局 不動産市場整備課 

                          担当：近  

℡03-5253-8111（内線：25154） 

 

） 



 

 

                               別紙１ 

 北 海 道  平成 29 年 11 月 16 日（木） 15:30～17:00 

  （定員 150 名）  北海道開発局研修センター 2 階講堂 

           札幌市東区北６条東１２丁目 

          【参加申込先】※申込期限：平成 29 年 11 月 6 日（月）まで 

          北海道開発局 事業振興部 建設産業課 

          ＦＡＸ ０１１－７３８－０２３５ 

          ＴＥＬ ０１１－７０９－２３１１（代表） 

 

東    北  平成 29 年 11 月 24 日（金）13：30～17：00  

 （定員 100 名） アセットブレインズ仙台ネットワーク主催の「不動産ファンドフォーラム 2017

イン仙台」の国土交通省担当者による講演の中で、改正不動産特定共同事業法に

ついて紹介予定。 

          せんだいメディアテーク 7 階スタジオシアター 

仙台市青葉区春日町 2-1  

【参加申込先】※申込期限：平成 29 年 11 月 10 日（金）まで 

           アセットブレインズ仙台ネットワーク 事務局 

           申し込み詳細は下記ＵＲＬ参照。 

       http://www.asset-b.net/topics/src/pkobo_news/upload/16-0link_file.pdf 

 

  関 東  平成 29 年 10 月 19 日（木） 15:30～17:00 

  （定員 270 名） さいたま新都心合同庁舎 2 号館５階 共用大会議室５０１ 

          さいたま市中央区新都心 2-1 

          【参加申込先】※申込期限：平成 29 年 10 月 10 日（火）まで 

          関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 

          ＦＡＸ ０４８－６００－１９２１ 

          ＴＥＬ ０４８－６０１－３１５１（代表） 

 

  北 陸  平成 29 年 10 月 24 日（火） 13:30～15:00 

  （定員 120 名） 新潟ユニゾンプラザ 大会議室 

          新潟市中央区上所２－２－２ 

                   【参加申込先】※申込期限：平成 29 年 10 月 16 日（月）まで 

          北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 

          ＦＡＸ ０２５－２８０－８７４６ 

          ＴＥＬ ０２５－２８０－８８８０（代表） 

 

    



 

中 部  平成 29 年 10 月 13 日（金） 15:30～17:00 別紙１  

  （定員 150 名）  名古屋合同庁舎第 2 号館 ３階共用大会議室  

              名古屋市中区三の丸２－５－１（三の丸庁舎） 

          【参加申込先】※申込期限：平成 29 年 10 月 3 日（火）まで 

          中部地方整備局 建政部 建設産業課 

          ＦＡＸ ０５２－９５３－８６０６ 

          ＴＥＬ ０５２－９５３－８１１９（代表） 

 

 近 畿  平成 29 年 10 月 30 日（月） 15:30～17:00 

  （定員 90 名）  大阪合同庁舎１号館 第１別館 ３階３０４共用会議室 

大阪市中央区大手前１－５－４４ 

【参加申込先】※申込期限：平成 29 年 10 月 20 日（金）まで 

          近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 

          ＦＡＸ ０６－６９４２－３９１３ 

          ＴＥＬ ０６－６９４２－１１４１（代表） 

 

  

中    国  平成 29 年 11 月 27 日（月） 15:30～17:00 

  （定員 090 名） 国土交通省中国地方整備局 建政部 ３階会議室 

          広島市中区八丁堀２－１５ 

【参加申込先】※申込期限：平成 29 年 11 月 17 日（金）まで 

中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 

          ＦＡＸ ０８２－５１１－６１８９ 

          ＴＥＬ ０８２－２２１－９２３１（代表） 

 

  四 国  平成 29 年 10 月 16 日（月） 15:30～17:00 

  （定員 140 名） 高松サンポート合同庁舎 低層棟２階アイホール 

          高松市サンポート３－３３ 

【参加申込先】※申込期限：平成 29 年 10 月 6 日（金）まで 

四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 

          ＦＡＸ ０８７－８１１－８４１４ 

          ＴＥＬ ０８７－８５１－８０６１（代表） 

 

  九 州  平成 29 年 11 月 10 日（金） 15:30～17:00 

  （定員 150 名） 第三博多偕成ビル会議室４階会議室 

          福岡市博多区博多駅南１－３－６ 

【参加申込先】※申込期限：平成 29 年 10 月 31 日（火）まで 

九州地方整備局 建政部 建設産業課 

          ＦＡＸ ０９２－４７６－３５１１ 

          ＴＥＬ ０９２－４７１－６３３１（代表） 

 



 

  沖 縄  平成 29 年 11 月 2 日（木） 15:30～17:00 別紙１ 

  （定員  70 名） 那覇第 2 地方合同庁舎２号館 2 階 会議室Ｄ・Ｅ 

          那覇市おもろまち２－１－１ 

【参加申込先】※申込期限：平成 29 年 10 月 23 日（月）まで 

沖縄総合事務局 開発建設部 建設産業・地方整備課 

          ＦＡＸ ０９８－８６１－９９２６ 

          ＴＥＬ ０９８－８６６－００３１（代表） 

 

 

  



 

別 紙 ２ 

 

不動産特定共同事業法の改正に伴う説明会 

参加申込書 
 

 

 

参加希望会場 （○で囲んでください。）※（）は申込期限 

 

    北海道  ・  関東  ・  北陸    ・  中部 

        (〆11/6)     (〆10/10)     (〆10/16)       (〆10/3)  

 

    近畿   ・  中国  ・  四国  ・  九州  ・  沖縄 

     (〆10/20)    (〆11/17)     (〆10/6)     (〆10/31)     (〆10/23) 

 

 

参加希望者   

 

    会社名 ：                        

 

 

    氏 名 ：                        

 

 

    連絡先（TEL） ：                    

 

 

    連絡先（FAX） ：                    



●不動産特定共同事業法の一部を改正する法律（平成29年法律第46号）

クラウドファンディングに対応した環境整備

良質な不動産ストックの形成を推進するための規制の見直し

小規模不動産特定共同事業に係る特例の創設

○ 空き家・空き店舗等の再生・活用事業に地域の不
動産事業者等が幅広く参入できるよう、出資総額等
が一定規模以下の「小規模不動産特定共同事業」
を創設。

○ 事業者の資本金要件を緩和するとともに、５年の
登録更新制とする等、投資家保護を確保。

古民家を宿泊施設に改装
して運営（明日香村おもて
なしファンド）

【空き家等の再生・活用事業の例】

舟屋をカフェ・宿に改装
して運営（伊根 油屋の
舟屋「雅」 ）

○ 投資家に交付する契約締結前の書面等について、
インターネット上での手続きに関する規定を整備。

○ インターネットを通じて資金を集める仕組みを取り
扱う事業者について、適切な情報提供等必要な業務
管理体制に係る規定を整備。

【国内クラウドファンディングの市場規模推移】

○ プロ向け事業の規制の見直し
・ プロ投資家向け事業における約款規制の廃止。
・ 機関投資家等スーパープロ投資家のみを事業参加者とする場合
の特例等の創設。

○ 特別目的会社を活用した事業における事業参加者の範囲の
拡大
・ 一部のリスクの小さな事業（修繕等）における事業参加者の範囲
を一般投資家まで拡大。

【特例事業の活用事例】
旧耐震のホテルを建て替え、
環境性能の高いホテルを開発

出典：㈱矢野経済研究所「国内クラウドファンディング市場に関する調査結果2016」
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○ 空き家・空き店舗等が全国で増加する一方で、志ある資金を活用して不動産ストックを再
生し、地方創生につなげる取組が拡大しているが、不動産特定共同事業※に該当する場合
には、許可要件が地方の事業者にとってはハードルが高く、見直しが必要。
※ 組合形式で出資を行い、不動産の売買や賃貸による収益を投資家に配当する事業。

○ 地方創生に資する事業での資金調達方法として、クラウドファンディングの活用が広がる
中、不動産特定共同事業では書面での取引しか想定しておらず、電子化への対応が必要。

○ 観光等の成長分野を中心に質の高い不動産ストックの形成を促進するため、不動産特定
共同事業制度の規制の見直しが必要。

背景・必要性

改正法の概要

【目標・効果】
地方の小規模不動産の再生により地方創生を推進するとともに、
成長分野での良質な不動産ストックの形成を推進し、都市の競争力の向上を図る。
（ＫＰＩ） 地方の不動産会社等の新たな参入 800社（2017～2022年）

空き家・空き店舗等の再生による新たな投資 約500億円（2017～2022年）

平成29年６月２日公布、12月１日施行

別添３



北陸

不動産特定共同事業法の改正に伴う説明会

( )

新潟ユニゾンプラザ　大会議室

新潟市中央区上所２－２－２

※受付は開始３０分前から行います。

　 駐車場の収容台数に限りがありますので、極力、公共交通機関をご利用ください。

火 13:30～15:00

場 所 ：

日 時 ： 平成29年10月24日


